
 

 

一般的には、50歳代から親

の介護を担う必要が高まる

傾向にあります。つまり、働

き盛りの中堅以上の従業員

が、介護のために離職してし

まう可能性が高まるという

ことです。 

◆制度の利用状況 

一方、同調査では、介護休

業または介護休暇の利用状

況についての結果も示され

ています。介護離職した従業

員の半数以上（54.5％）が、

介護休業または介護休暇を

利用していなかったことが

わかりました。 

仕事と介護の両立支援を

マニュアルなどで明文化し

ている企業は 50.2％あった

とのことですので、従業員へ

の制度周知や会社による利

用の働きかけの不足、従業員

が周囲に遠慮してしまい休

暇が取りにくいといった状

況がうかがえます。 

◆育児・介護休業法の改正予

定 

2024 年の通常国会で、育

児・介護休業法の改正が予定

されています。 

従業員への介護に関する

情報提供や制度選択の意向

確認の義務化などが検討さ

れているほか、休業制度の利

用を促すための研修や相談

窓口の設置を求めることも

議論されるようです。 

「介護のことは従業員個

人の問題」という意識だった

り、介護に限らずそもそも休

暇が取りにくかったりとい

うのでは人を採用できる会

社にはなれない、という時代

になっているようです。今後

の法改正の動向も見ながら、

従業員の介護離職による損

失を防ぐ方策をしっかりと

考えていきたいですね。 

 
賃金改定率が過去最高に～

厚生労働省実態調査から 
◆賃上げ実施企業、引上げ

額、引上げ率ともに昨年より

増加 

厚生労働省の令和５年「賃

金引上げ等の実態に関する

調査」結果によると、１人当

たりの平均賃金を引き上げ

た、または引き上げる企業の

割合は 89.1％（前年同比 3.4

ポイント増）、１人当たりの

平均賃金の引上げ額は 9,437

円（同 3,903円増）となりま

した。平均賃金の引上げ率は

3.2％（同 1.3 ポイント増）

で、平成 11 年以降で最も高

い数値となりました。 

同調査は、常用労働者 100

人以上を雇用する会社組織

の民営企業を対象とし、

3,620 社を抽出して 1,901 社

から有効回答を得たもので

す。 

産業別にみると、平均賃金

を引き上げた、または引き上

げる企業の割合は、「建設業」

が 100.0％で最も高く、次い

で「製造業」が 97.7％、「電

気・ガス・熱供給・水道業」

が 92.9％となっています。 

平均賃金の引上げ額は、「鉱

業、採石業、砂利採取業」が

18,507円（引上げ率 5.2％）

で最も高く、次いで「情報通

信業」が 15,402円（同 4.5％）、

建設業 12,752円（同 3.8％）

となっています。 

◆すべての企業が業績好調に

よる賃金引上げとは限らない 

 賃金の改定の決定に当たり

最も重視した要素の割合をみ

ると、「企業の業績」が 36.0％

で最も多く、次いで「労働力

の確保・定着」が 16.1％、「雇

用の維持」が 11.6％となって

います。 

本調査結果の通り、近年、

賃金引上げを実施する企業が

増加しています。その理由と

して、物価上昇への対応や従

業員のモチベーション向上、

人材確保・定着などが挙げら

れます。しかし、賃金引上げ

を実施するすべての企業が業

績好調による引上げとは限ら

ず、業績は改善しないが従業

員の生活を守り、人材流出を

防ぐことを狙いとして実施す

る企業も多いと考えられま

す。 

 

 

また、その連絡の内容を

確認しないと、内容が気に

なってストレスを感じると

回答した人の割合も、

60.7％ありました。同様

に、取引先からの連絡につ

いては、59％の人がストレ

スと感じているようです。 

○「“働くこと”と“休むこ

と”の境界を明確にする

ために、勤務時間外の部

下・同僚・上司からの連

絡を制限する必要がある

と思う」66.7％ 

また、「取引先からの連絡

を制限する必要がある」と

回答した人の割合も 67.7％

ありました。 

○「“つながらない権利”に

よって勤務時間外の連絡

を拒否できるのであれ

ば、そうしたいと思う」

72.6％ 

一方で、「“つながらない

権利”があっても、今の職

場では拒否は難しいと思

う」と回答した人は 62.4％

いて、業種で見ると、［建設

業］（74.1％）が最も高く、

次いで［宿泊業、飲食サー

ビス業］（73.2％）［医療、

福祉］（72.8％）となりまし

た。 

◆“つながらない権利”の

 

法制化 

 勤務時間外に仕事上のメ

ールや電話への対応を拒否

できる権利、いわゆる「つ

ながらない権利」は、日本

では法制化されていませ

ん。法制化されたとして

も、業種によっては、特殊

性や緊急性によって、権利

を十分に行使できない可能

性もあります。また、拒否

することによる勤務評価や

キャリア形成への悪影響を

心配する労働者もいます。 

権利を行使したい反面、

行使することによる不安を

強く感じる人は多いでしょ

う。今後日本でどのように

法整備されるのか、注目で

す。 

介護離職、支援制度利用

の現状と対策の必要性 

◆介護離職に関するアンケ

ート結果 

東京商工リサーチが行っ

た「介護離職に関するアンケ

ート」の結果によると、2023

年８月までの１年間に介護

離 職 が 発 生 し た 企 業 は

10.1％あったそうです。離職

してしまった従業員の属性

は、正社員が 65.3％を占めて

います。 

“つながらない権利”によっ

て勤務時間外の連絡を拒

否したいと思っている人の

割合は 72.6％ 
テレワークや副業などの

広まりから働き方が柔軟に

なった一方で、勤務時間と

プライベート時間の区別が

つけづらくなってきていま

す。連合が実施した、勤務

時間外の業務上の連絡に関

する意識や実態、“つながら

ない権利”に関する意識調

査から注目すべき点をご紹

介します。 

◆調査結果のポイント 

○「勤務時間外に部下・同

僚・上司から業務上の連絡

がくることがある」72.4％ 

 その頻度は、「ほぼ毎日」

（10.4％）、「週に ２～３ 

日」（14.3％）、「月に２～３

日」（12.1％）、「月に １ 日

以下」（17.9％）。業種別に

みると、［建設業］

（82.7％）が最も高く、次

いで［医療、福祉］

（79.6％）、［宿泊業、飲食

サービス業］（78.0％）とな

っています。 

○「勤務時間外に部下・同

僚・上司から業務上の連

絡がくるとストレスを感

じる」62.2％ 
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